
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人の上告趣意について。

　所論は畢竟事実誤認の主張であるから上告適法の理由にならない。

　弁護人平松勇の上告趣意第一点について。

　しかし第一審判決に所論のような理由不備の違法があることは控訴趣意書にも記

載せられず、また原審の判断を受けたものではないのであるから、所論は結局上告

適法の理由に当らない。

　同第二点について。

　原審第一回公判調書によれば弁護人は控訴趣意書に基いて弁論し、証人Ａ、Ｂの

各取調を請求し右証人により被告人に犯意がなかつた事実を主張する。第一審の弁

論終結前に取調を請求出来なかつたのはその後右証人が供述を翻しているたあであ

る旨述べたとありそして右取調請求が却下されたこと所論のとおりである。しかし

第一審において被告人は右証人の供述調書を証拠とすることに同意し反対訊問権を

抛棄しているのであるから、明らかに右証人の取調請求ができたのにかかわらずそ

の権利を抛棄したものである。従つて右証人申請は刑訴三九三条一項但書にあたら

ないと解すべきであるから、原審が右申請を却下したからといつて何等違法の点な

く所論は結局訴訟手続違背及び事実誤認の主張で上告適法の理由に当らない。

　なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

　右は裁判官全員一致の意見である。
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- 1 -



　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　霜　　　山　　　精　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　栗　　　山　　　　　　　茂

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　谷　　　村　　　唯　一　郎

- 2 -


